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議案第２５５号

福岡市総合体育館条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年１２月１４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，市民のスポーツ，レクリエーション等の振興を図り，充実し

た市民生活と活気あふれる地域社会の実現に寄与するため，福岡市総合体育館を設置する必

要があるによる。

福岡市総合体育館条例

　（設置）

第１条　市民のスポーツ，レクリエーション等の振興を図り，充実した市民生活と活気あふ

れる地域社会の実現に寄与するため，福岡市総合体育館（以下「体育館」という。）を福岡

市東区香椎照葉六丁目に設置する。

　（事業）

第２条　体育館は，前条の設置の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。

⑴　スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

⑵　スポーツ，レクリエーション等の活動のための施設を提供すること。

⑶　前２号に掲げるもののほか，体育館の設置の目的の達成に必要なこと。

　（施設）

第３条　体育館に，メインアリーナ，サブアリーナ，武道場，多目的室，弓道場，トレーニ

ング室，駐車場その他の施設を置く。

　（開館時間及び休館日）

第４条　体育館の開館時間及び休館日は，規則で定める。

　（利用の許可）

第５条　体育館を利用しようとする者は，規則で定めるところにより，市長の許可を受けな
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ければならない。許可を受けた者が，許可を受けた事項を変更しようとするときも，また

同様とする。

２　市長は，前項の許可に際して，体育館の管理上必要な条件を付すことができる。

　（許可の基準及び取消し）

第６条　市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，前条第１項の許可をせず，又は既

にした許可を取り消すことができる。

⑴　前条第１項の許可を受けた者（以下「許可利用者」という。）が体育館の設置の目的に

反する利用をし，又は許可利用者等（許可利用者及び同項の許可を受けようとする者を

いう。以下この条において同じ。）にそのおそれがあるとき。

⑵　許可利用者等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し，又はそのお

それがあるとき。

⑶　許可利用者等が体育館の管理上の指示又は指導に従わないとき。

⑷　前３号に掲げる場合のほか，体育館の管理上支障があると認められるとき。

２　前項の措置によって許可利用者等が損害を受けても，本市はその責めを負わない。

　（利用の制限）

第７条　市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対しては，体育館の施設の利用を制限

し，入館を拒み，又は退館を命じることができる。

⑴　体育館の管理上の指示又は指導に従わない者

⑵　体育館の管理上支障があると認められる者

　（利用する権利の譲渡等の禁止）

第８条　許可利用者は，体育館の施設を利用する権利を譲渡し，又は転貸してはならない。

　（特別な設備）

第９条　許可利用者は，あらかじめ市長の許可を受けて体育館に特別な設備をすることがで

きる。

２　市長は，体育館の管理上必要があると認めるときは，許可利用者の負担において体育館

に特別な設備をするよう命じることができる。

３　許可利用者は，前２項の設備を，第５条第１項の許可の期間の満了前にその負担におい

て撤去し，原状に復さなければならない。ただし，市長が特に認める場合は，この限りで

ない。
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４　許可利用者が前項本文の規定による撤去を行わないときは，市長が自らこれを行い，撤

去に要した費用を当該許可利用者から徴収する。

　（許可利用者の原状回復義務）

第１０条　許可利用者は，体育館の施設の利用を終了したとき（第６条第１項の規定により許

可を取り消されたときを含む。）は，速やかに自己の責任において体育館の施設を原状に復

して返還しなければならない。

　（利用者の管理義務）

第１１条　利用者は，利用期間中その利用に係る体育館の施設，附属設備等を善良な管理者の

注意をもって管理しなければならない。

　（損害賠償等）

第１２条　利用者がその責めに帰すべき事由により，体育館の施設，附属設備等を破損し，滅

失し，又は汚損して本市に損害を与えたときは，これを原状に復し，又はその損害を賠償

しなければならない。

　（指定管理者による管理）

第１３条　市長は，体育館の管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせることが

できる。

２　指定管理者が行う体育館の管理に関する業務は，次に掲げるとおりとする。

⑴　第２条各号に掲げる事業に関する業務

⑵　第５条に規定する利用の許可に関する業務

⑶　第６条第１項に規定する利用の許可の取消しに関する業務

⑷　第７条に規定する利用の制限に関する業務

⑸　体育館の施設，附属設備等の維持及び修繕に関する業務

⑹　前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める業務

　（利用料金）

第１４条　許可利用者からは，次の各号に掲げる施設等の区分に応じ，それぞれ当該各号に定

める額の範囲内において，指定管理者が定める料金（以下「利用料金」という。）を指定管

理者が定める方法により徴収する。

⑴　メインアリーナ，サブアリーナ，武道場，多目的室，ランニングコース，弓道場，研
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修・会議室，トレーニング室，屋外活動諸室，体力測定室及び規則で定めるその他の施

設　別表第１に定める額

⑵　駐車場　別表第２に定める額

⑶　広告スペース　１平方メートルにつき１月までごとに２,０００円

⑷　前３号に掲げる施設以外の施設（スポーツ，レクリエーション等に利用する場合に限

る。）　１平方メートルにつき１時間までごとに５００円

⑸　体育館の附属設備　規則で定める額

２　指定管理者は，利用料金の額を定める場合は，あらかじめ市長の承認を受けなければな

らない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも，また同様とする。

３　市長は，前項の承認をしたときは，速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

４　利用料金は，指定管理者の収入として収受させるものとする。

５　指定管理者は，規則で定める特別な理由があると認めるときは，利用料金を減額し，又

は免除することができる。

６　指定管理者は，既納の利用料金を還付しないものとする。ただし，規則で定める特別な

理由があると認めるときは，その全部又は一部を還付することができる。

　（指定管理者の指定）

第１５条　市長は，体育館の管理を指定管理者に行わせようとするときは，規則で定めるとこ

ろにより，指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし，体育館

の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認

める場合は，この限りでない。

２　指定管理者の指定を受けようとする者は，規則で定めるところにより，市長に申請しな

ければならない。

３　市長は，前項の規定による申請があったときは，次に掲げる基準により最も適切な管理

を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

⑴　市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

⑵　体育館の効用を十分に発揮させるとともに，その管理に要する経費の縮減が図られる

ものであること。

⑶　体育館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要な

その他の能力が十分であること。



議案第２５５号

5

⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める基準

（指定等の告示）

第１６条　市長は，指定管理者の指定をしたときは，速やかに規則で定める事項を告示しなけ

ればならない。告示した事項に変更があったときも，また同様とする。

　（指定の取消し等）

第１７条　法第２４４条の２第１１項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でな

いと認めるときは，次の各号のいずれかに該当するときとする。

⑴　法第２４４条の２第１０項の規定による報告の要求又は調査に対し，これに応じず，又は虚

偽の報告をし，若しくは調査を妨げたとき。

⑵　第１５条第３項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

⑶　次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

⑷　偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

⑸　前各号に掲げるもののほか，当該指定管理者による管理を継続することが適当でない

と認めるとき。

２　前条の規定は，法第２４４条の２第１１項の規定により指定を取り消し，又は期間を定めて管

理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

　（管理の基準）

第１８条　指定管理者は，法令，この条例，この条例に基づく規則その他市長の定めるところ

に従って適正に体育館の管理を行わなければならない。

　（指定管理者の原状回復義務等）

第１９条　指定管理者は，その指定の期間が満了したとき，又は法第２４４条の２第１１項の規定に

より指定を取り消され，若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命

じられたときは，管理をしなくなった体育館の施設，附属設備等を速やかに原状に回復し

なければならない。ただし，特別の事情があると市長が認めるときは，この限りでない。

２　指定管理者がその責めに帰すべき事由により，体育館の施設，附属設備等を破損し，滅

失し，又は汚損して本市に損害を与えたときは，これを原状に復し，又はその損害を賠償

しなければならない。

　（指定管理者に関する読替え）

第２０条　第１３条第１項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における第５
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条，第６条第１項，第７条の規定の適用については，これらの規定中「市長」とあるのは，

「指定管理者」とする。

　（委任）

第２１条　この条例に定めるもののほか，体育館の管理に関し必要な事項は，規則で定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。

　（供用開始日）

２　この条例の施行にかかわらず，体育館の供用は，規則で定める日から開始する。

　（指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い）

３　市長が指定管理者の指定を取り消し，又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合には，指定管理者が不在等と

なった日（以下この項において「基準日」という。）から新たに指定管理者を指定する日の

前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については，市長は，第１４

条第１項及び第４項の規定にかかわらず，基準日前に指定管理者が定めていた利用料金の

額に相当する額を使用料として，許可利用者から徴収する。

４　市長は，前項の場合において，特別の理由があると認めるときは，同項の使用料を減額

し，又は免除することができる。

別表第１

　１　個人利用料金

区　分 単　位
金　　額

一般 高校生 小中学生

メインアリーナ，サ

ブアリーナ，武道場，

多目的室及びランニ

ングコース

２時間につき

円

３８０　

円

１９０　

円

１３０　

弓道場 ２５０　 １３０　 １３０　
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　２　専用利用料金

トレーニング室 ５００　 ２５０　 １８０　

屋外活動諸室 ２５０　 １３０　 ９０　

体力測定室 １回につき ５００　 ２５０　 １８０　

規則で定めるその他

の施設
２時間につき ３８０　 １９０　 １３０　

区　　分 単位
金　額

１時間につき １日につき

許
可
利
用
者
が
入
場
料
の
徴
収
又
は
こ
れ
に

メインアリーナ

スポーツ又はレクリ

エーションに利用す

る場合

平日

全面

円

８,５００　

円

８８,４００　

土日祝 １０,６００　 １１０,５００　

スポーツ又はレクリ

エーション以外に利

用する場合

平日 ５１,０００　 ５３０,４００　

土日祝 ６３,６００　 ６６３,０００　

サブアリーナ及

び武道場

スポーツ又はレクリ

エーションに利用す

る場合

平日

全面

４,８００　 ４９,４００　

土日祝 ５,９００　 ６１,８００　

スポーツ又はレクリ

エーション以外に利

用する場合

平日 ２８,８００　 ２９６,４００　

土日祝 ３５,４００　 ３７０,８００　

多目的室

スポーツ又はレクリ

エーションに利用す

る場合

平日

１室

１,８００　 １８,２００　

土日祝 ２,２００　 ２２,８００　

スポーツ又はレクリ

エーション以外に利
平日 １０,８００　 １０９,２００　
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類
す
る
行
為
を
し
な
い
場
合

用する場合 土日祝 １３,２００　 １３６,８００　

弓道場

スポーツ又はレクリ

エーションに利用す

る場合

平日

全面

１,９００　 １９,５００　

土日祝 ２,３００　 ２４,４００　

スポーツ又はレクリ

エーション以外に利

用する場合

平日 １１,４００　 １１７,０００　

土日祝 １３,８００　 １４６,４００　

研修・会議室

スポーツ又はレクリ

エーションに利用す

る場合

平日

１室

５００　 ６,５００　

土日祝 ５００　 ６,５００　

スポーツ又はレクリ

エーション以外に利

用する場合

平日 １,５００　 １９,５００　

土日祝 １,５００　 １９,５００　

規則で定めるその他の施設 １室 ５００　 ６,５００　

許
可
利
用
者
が
入
場
料
の
徴
収
又

メインアリーナ

スポーツ又はレクリ

エーションに利用す

る場合

平日

全面

５１,０００　 ５３０,４００　

土日祝 ６３,６００　 ６６３,０００　

スポーツ又はレクリ

エーション以外に利

用する場合

平日 ９３,５００　 ９７２,４００　

土日祝 １１６,６００　 １,２１５,５００　

サブアリーナ及

び武道場

スポーツ又はレクリ

エーションに利用す

る場合

平日

全面

２８,８００　 ２９６,４００　

土日祝 ３５,４００　 ３７０,８００　

スポーツ又はレクリ

エーション以外に利
平日 ５２,８００　 ５４３,４００　
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　備考

１　利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合，準備等のため利用する場合及び施

設の一部を利用する場合の額は，規則で定める。

２　小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する７０歳以上の者の個人利用並びに市

内に居住する７０歳以上の者を主体とする団体の専用利用（スポーツ又はレクリエー

は
こ
れ
に
類
す
る
行
為
を
す
る
場
合

用する場合 土日祝 ６４,９００　 ６７９,８００　

多目的室

スポーツ又はレクリ

エーションに利用す

る場合

平日

１室

１０,８００　 １０９,２００　

土日祝 １３,２００　 １３６,８００　

スポーツ又はレクリ

エーション以外に利

用する場合

平日 １９,８００　 ２００,２００　

土日祝 ２４,２００　 ２５０,８００　

弓道場

スポーツ又はレクリ

エーションに利用す

る場合

平日

全面

１１,４００　 １１７,０００　

土日祝 １３,８００　 １４６,４００　

スポーツ又はレクリ

エーション以外に利

用する場合

平日 ２０,９００　 ２１４,５００　

土日祝 ２５,３００　 ２６８,４００　

研修・会議室

スポーツ又はレクリ

エーションに利用す

る場合

平日

１室

３,０００　 ３９,０００　

土日祝 ３,０００　 ３９,０００　

スポーツ又はレクリ

エーション以外に利

用する場合

平日 ５,５００　 ７１,５００　

土日祝 ５,５００　 ７１,５００　

規則で定めるその他の施設 １室 ５００　 ６,５００　
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ションに利用する場合に限る。）については，無料とする。

３　市内に居住する６５歳以上７０歳未満の者の個人利用に係る額は，１　個人利用料金の

表に定める額の５割相当額とする。

４　「土日祝」とは土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日をいい，「平日」とはそれ以外の日をいう。

５　市内に居住する６５歳以上の者を主体とする団体（第２項に規定する団体に該当する

ものを除く。）の専用利用に係る額（スポーツ又はレクリエーションに利用する場合に

限る。）は，２　専用利用料金の表に定める額の５割相当額とする。

６　業として写真その他の撮影を行う場合の専用利用に係る額は，許可利用者が入場料

の徴収又はこれに類する行為をする場合と同額とする。

別表第２

　備考

１　「普通自動車」とは道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規定する普通自動

車を，「大型自動車等」とは同条に規定する大型自動車及び中型自動車をいう。

２　第１４条第１項第１号に掲げる施設の許可利用者（団体が施設を利用する場合にあっ

ては，当該団体を構成する利用者を含む。）が４時間を超えて利用する場合（普通自動

車により利用する場合に限る。）の額は，１台１回につき５００円とする。

３　許可利用者が駐車場の全部又は一部を専用利用する場合の額は，普通自動車の駐車

区画１台につき１日までごとに５００円とする。

区　分 単　位 金　額

普通自動車 １台１回につき１時間までごとに
円

１００　

大型自動車等 １台１回につき１日までごとに １,０００　


